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新旧対照表 

令和４年７月２５日 

株式会社ハタフル 

受講約款の改正部分はアンダーラインの箇所です。令和４年８月１日に施行いたしま

す。 

改正後 改正前 

第４条（受講申込等） 

１ （省略） 

２ 当社は、前項の申し込みがあったときは、第

５条に定める事由により当社が同申し込みを拒否

せず、受講の申し込みを承諾することによって、

受講契約が成立します。ただし、次の各号に掲げ

る事由に該当するときは、各号記載の要件を充足

することを条件として、受講契約が成立するもの

とします。 

⑴～⑷ 省略 

第４条（受講申込等） 

１ （同左） 

２ 当社は、前項の申し込みがあったときは、第

４条に定めるもののほか、受講の申し込みを承諾

することによって、受講契約が成立します。ただ

し、次の各号に掲げる事由に該当するときは、各

号記載の要件を充足することを条件として、受講

契約が成立するものとします。 

⑴～⑷ （同左） 

第７条（学習指導の形態） 

当社は、受講生に対して、受講契約が締結され

た講座内容の役務を、放送、有線放送、インター

ネットその他の通信手段により、生中継又は録画

の方法（オンライン授業）及び当社指定の場所で

の対面授業の方法（オフライン授業）にて提供し

ます。ただし、講座内容によっては、一部の方法

による提供がなされない場合もあります。 

第７条（学習指導の形態） 

当社は、受講生に対して、受講契約が締結され

た講座内容の役務を、放送、有線放送、インター

ネットその他の通信手段により、生中継又は録画

の方法（オンライン授業）及びハタフルアカデ

ミー校舎（当社本社住所地）で対面授業の方法

（オフライン授業）にて提供します。ただし、講

座内容によっては、一部の方法による提供がなさ

れない場合もあります。 

第８条（受講開始日及び受講期間） 

１～３ （省略） 

４ 第１１条に基づいて受講スケジュールの調整

を行ったとしても、前項記載の期間は延長しない

ものとします。 

第８条（受講開始日及び受講期間） 

１～３ （同左） 

第１０条（オフライン授業） 

１ 当社は、受講生に対して、受講契約が締結さ

れた講座内容の役務の一部を、当社指定の場所で

対面授業の方法（オフライン授業）にて提供しま

す。 

２～６ （省略） 

第１０条（オフライン授業） 

１ 当社は、受講生に対して、受講契約が締結さ

れた講座内容の役務の一部を、ハタフルアカデ

ミー校舎（当社本社住所地）で対面授業の方法

（オフライン授業）にて提供します。 

２～６ （同左） 
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第１１条（受講スケジュールの調整） 

受講生は、やむを得ない事情によって、当社提

示の受講講座のスケジュール調整が必要となる場

合に限り、受講スケジュールの調整を当社に申し

出ることによって、オンライン授業及びオフライ

ン授業の受講スケジュールを、当社と協議の上、

再調整を行うことができます。ただし、受講生

は、当社に対し、受講スケジュールの調整を１回

行う度に事務手数料として、１万１０００円（税

込み）を、当社指定の方法により、支払うものと

します。 

第１１条（休学） 

当社は、受講生からの申出に従い、受講生にや

むを得ない事情がある場合、休学（オンライン授

業及びオフライン授業の一時的な停止）を認める

ことができます。休学期間は、当社及び受講生と

の協議で定める。休学期間中であっても、受講生

からの申出に従い、当社が所定の手続を経て、い

つでも復学することができることとします。休学

できる期間は最大１年間に限られます。なお、休

学期間は、学習管理システムの利用を停止しま

す。 

 

以 上 


